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○ 新しい総合事業に関する広報 

市民への周知 

○新しい総合事業のチラシを作成し、長寿福祉課、介護保険課、地域包括支援センター窓口に配置 
 するほか、訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業所をはじめとする各事業所、コミュニティ協 
 議会、民生委員等に配付 

○高松市ホームページ、広報たかまつへの掲載、高松ケーブルテレビ 

○「高齢者のためのあんしんガイドブック」等への掲載 

○出前講座等 

65歳以上の方（第１号被保険者）への周知 

○65歳到達時に送付する被保険者証に同封するリーフレット等への掲載（約6,000通） 

○要介護（要支援）認定結果通知送付時に同封するチラシへの掲載（約25,000通） 

○認定更新申請勧奨通知への掲載（約18,000通） 

予防給付から移行する利用者（要支援認定者）への周知 

○各種サービスの内容や移行に伴う手続きなどを記載したカレンダーを作成し、配布（約7,000人） 

○更新申請の準備時等にケアマネジャー等から個別に説明 


